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介護保険施設等における 事故予防及び事故発生時の対応に関する  

ガイ ド ラ イ ンについて（ 周知）  

 

 

厚生労働省では、 介護サービ ス に関わる 事故の防止について、 平成 24 年度老人保健健康増進等

事業において「 特別養護老人ホームにおける 介護事故予防ガイ ド ラ イ ン」 を作成し 、 周知を図って

き たと こ ろです。   

今般、 介護現場を取り 巻く 環境がさ ら に変化し ている こ と を踏ま え、 令和６ 年度老人保健健康増

進等事業において上記ガイ ド ラ イ ンの見直し を行い、 新たに「 介護保険施設等における 事故予防及

び事故発生時の対応に関する ガイ ド ラ イ ン」 が作成さ れま し た。 本ガイ ド ラ イ ンは介護保険施設サ

ービ ス を主な対象と し ていま すが、 居宅系サービス 、 高齢者住ま い等の居住系サービ ス の安全管理

に関する 内容も 新たに盛り 込ま れている と のこ と です。  

つき ま し ては、 新たなガイ ド ラ イ ン作成に伴い、 厚生労働省から 別添の広報物について、 周知等

の依頼があり ま し たので、 ご連絡申し 上げま す。   

貴会におかれま し ても 本件についてご了知の上、 郡市区医師会およ び会員への周知方につき ご高

配を賜り ま すよ う お願い申し 上げま す。  

 

記 

（ 添付資料）   

○介護保険最新情報 Vol . 1436 

「 介護保険施設等における 事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイ ド ラ イ ン」 の策定につい

て（ 周知）  （ 令 7. 11. ７ ） 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 事務連絡）   

以上 
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V o l.１ ４ ３ ６  

令和７ 年１ １ 月７ 日 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただき ま すよ う

よ ろし く お願いいたし ま す。  

各都道府県介護保険担当課（ 室）  
各市町村介護保険担当課（ 室）  
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

 

今回の内容 

 

「 介護保険施設等における 事故予防及び事故発生時の

対応に関する ガイ ド ラ イ ン」 の策定について（ 周知）  

計 6 3 枚（ 本紙を除く ）  

連絡先  T E L  : 0 3 -5 2 5 3 -1 1 1 1 （ 内線 ３ ９ ２ 9 ）  

FA X  : 0 3 -3 5 9 5 -3 6 7 0  

 



事  務  連  絡 

令和７年 11 月 7 日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）   御中 

介 護 保 険 関 係 団 体 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する 

ガイドライン」について（周知） 

 

介護保険行政の推進については、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

介護サービスに関わる事故の防止については、体制の整備や取り組みの実施に施設間

で差が見られたことや、認知症を有する利用者が増加していたこと等を踏まえ、平成24

年度老人保健健康増進等事業において「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイ

ドライン」を作成し、周知を図ってきたところです。 

今般、要介護度の高い高齢者の増加や介護テクノロジーの進歩等、介護現場を取り巻

く環境がさらに変化していることを踏まえ、令和６年度老人保健健康増進等事業におい

て上記ガイドラインの見直しを行い、新たに「介護保険施設等における事故予防及び事

故発生時の対応に関するガイドライン」を作成しました。本ガイドラインは介護保険施

設サービスを主な対象としていますが、居宅系サービス、高齢者住まい等の居住系サー

ビスの安全管理に関する内容も新たに盛り込んでおります。 

都道府県・市区町村におかれましては、ガイドラインの内容について御了知いただき、

管内の介護サービス事業者等に対して周知をお願いいたします。また介護保険関係団体

におかれましては、各地方支部や会員事業所への周知について御協力いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

【別添】介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン 

【厚生労働省ウェブサイト掲載先】 

 ○介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン 

 

 

                   

【担当】 

 厚生労働省老健局高齢者支援課企画法令係 

 TEL：03-5253-1111（内線 3929） 


